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一 日本 の 「国語 」 と ドイ ツの"Nationalsprache"一

小 野 光 代
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0.は じめ に

我々日本人の言語は 「日本語」なのだろうか、それとも 「国語」なのだろうか。 日本の言語

の名前が 「日本語」であることは、あまりにも明らかで、なぜこのような問いを立てるのか、

と反論されそ うである。それならなぜ我々の使 う一力国語辞典は 「日本語辞典」ではなく 「国

語辞典」なのだろうか。人は通例、自分が何語を話 しているかなど全 くといってよいほど考え

ない。 しか し我々の言語の場合、名称の問題は、近代 日本語成立の問題に本質的に関わってい

るように思える。そもそも 「日本語」も 「国語」も我が国の長い文化の伝統のうえでは、ごく

若い用語である。近代に入ってから、すなわち日本が明治維新を経て、欧米の先進諸国を 目標

として、近代国家への道を歩み始める時期に生まれた名称といってよいだろう。

明治維新まで 日本社会は長い鎖国を経験 した。二世紀半にわたって 日本人は原則として、唯

一の例外を除いて外国人と接触がなかった。すなわち他者の存在によって可能になる自己認識、

ない しは自己確認の機会を持っていなかった。徳川将軍を頂点とする幕藩体制とい う封建的身

分制社会のもとで、われわれの先祖は、われわれは 「日本」に住み、「日本語」を話す 「日本

人」である、などとい う意識は誰も持っていなかったに違いない。もっともこのような歴史的
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背景は 日本にかぎったことではない。1871年 の統一まで多 くの領邦に分かれていた ドイツや、

1861年 のリソルジメン トまで分裂 していたイタリアもある意味では同じような事情にあった。

それにもかかわらず、それぞれの国の 「標準語」、ないしは 「民族語」の発達の歴史をたどる

と全 く異なる経過を示 している。ここでは 日本語と ドイツ語の例において、その標準語の成立

と発達を観察 し、その問題点を考察 したい。 しか しいわゆる比較研究や対照研究を 目指 してい

るのではない。「標準語」の成立 と発展はそれぞれの言語、あるいはそれぞれの国(言 語共同

体)で 異なるからである。「標準語」は言語現象であるばか りでな く、社会現象ないしは社会

制度でもあるので、多 くの研究者によって、その成立と発展には、当該の社会ごとに異なる要

因が働 く、とい うことが指摘されている1)。

標準語についての考察なので、ここではまず標準語は定義なしで使われている。

標準語の性質と類型の観察から始めたい。

1.標 準語の性質と類型について

標準語を記述 しようという試みは決 して少ないわけではない。古 くはプラー ク言語学派の

Havranekが 書き言葉の自律性 と規範性について述べ、 さらに同時代の新興の民族i国家におけ

る標準語制定の動きを観察 して、標準語への発展は言語内在的要因のみでなく、言語外在的要

因も関わることを、具体的な例を挙げて指摘 した見解2)は繰 り返 し言及されている。すなわち

20世紀前半に出された理論が今以て古 くなってはいないのである。この論文の執筆に当たって、

できるだけ新 しい文献の利用を心がけた。その結果それらにおける記述も、部分的にはプラー

ク学派の理論に基づいているこことを確認 した。

このプラーク言語学派の創設者の一人Mathesiusは 言語の機能性について議論を深めた最初

の一人である。Dane§ はこの言語の機能性を標準語決定の際の基準にすべきだと述べている3)。

標準語の形成と性質について、主としてDane§ とGuchmannに 依って概観する。

〈標準語とい う概念あるいは現象はかなり固定 した核 と、拡散 した周縁部からなっているが、

この周縁部は隣接の現象 とかな り交差 しあっている。>4)このDane§ の表現は言語現象を述べ

る際に避けることのできない抽象的な表現になっているが、ここから容易に理解できることは、

標準語を明確な輪郭をもったものとしてとらえることは困難だとい うことであろう。ここでま

ず標準語形成の中心的な動機となる機能的な要因として次の二つが考えられる。

1)社 会 全体 の、 ない しは超地域的 なコ ミュニケーシ ョン のため の道具。

2)よ り高度 の文化的、洗練 された生活に必要 となるコ ミュニケーシ ョン手段。
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この二つの動機から形成される標準語の特性を考えてみる。1)の 場合は、まず標準語は地

域的な、および社会的な変種から明確に区別 され る、さらには地域的なコイネ5)(イン ター方

言、方言混合)か らも区別される。2)の 場合は、標準語は通用語、すなわち超地域的な、全

社会的なコイネとの間に弱い境界線を引 く。

ここで用いられている用語は 日常語の意味ではなく、社会言語学で定義されているものであ

る。変種(Variety)は 場合によっては 「言語」 と置き換えられ うる。地域的変種は主として

方言であ り、社会的変種の代表的な例は社会集団語(例 えば、若者ことば等)で ある。通用語

(Umgangssprache)は 標準語 と方言の間に位置づけられてお り、主 として話 し言葉である。

ドイツの研究者達は伝統的にコイネとい う用語を使わない。名称のところで触れるがそれぞれ

の国の学問の伝統上使用する用語に特徴が見られる。コイネは ドイツでは 「通用語」に該当す

るが、Dane§ はこの通用語とコイネを別の レベルのものとして用いている。

これまで最終的な標準語の類型論は確立されていない。ここで標準語について包括的な研究

を行った代表的な例として、M.M.Guchmannの 試み6)を検討する。20世 紀中葉に行われた研

究 なので、現 時点か らは、少 し古 い資料 に基づ く研 究 といわ ざるをえない。 しか し

Guchmannは 当時のン連における代表的な言語学者の一人であ り、 とくに ドイ ツ標準語成立

の研究では、優れた業績を上げた。彼女の研究は ドイツ標準語成立に関する基本的な文献の一

つに数えられている。またGuchmannの 類型論の試みを検討することにより、「標準語」とい

うものを歴史的、および地理的広が りにおいて概観することができると考えられるからである。

Guchmannは 標準語を以下の3つ のディメンションから考えた。

1)標 準語の機能の規模

2)標 準語の統一性の性格と標準語化の過程における状態

3)標 準語の通用語への関係。

1)標 準語の妥当性が限定されるもの、すなわち文書においてのみ、または口頭でのみ伝え

られた場合、あるいはその両方の形態で用いられるが、その使用領域が限定されている場合

等が区別される。最初の場合の例は、古典アラビア語や、ラテン語と競合 した西ヨーロッパ

中世の標準語などである。ホメーロスのギリシャ語は口頭でのみ伝えられた。全国で通用す

るとはかぎらない現代イン ドネシアの標準語は最後の場合の例である。

2)標 準語は最終的な統一的な規範を持つとは限らない、標準語化への段階があることが示

される。まず第一に統一的な規範を持つ標準語があがって くる:現 代 ロシア語、デンマーク
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語、グルジア語などである。次に標準語化された変異体を持つ標準語:例 えば現代アルメニ

ア語。さらには標準語化されない、地域的な変異体を持つ標準語が分類される。これには近

代国家成立以前の多 くの国の言語状況が当てはまる。最後に英語や ドイツ語のように2力 国

またはそれ以上の国で標準語として用いられている、程度の差はあれ標準語化された変異体

を持つ標準語がある。

Guchmannは 標準語と通用語の形態 との関係を第3の 次元 としている。これは別の言い方

をするならば、話 し言葉あるいは文体の領域の問題 といえよう。Guchmannは ここでも3つ

のクラスに分けられる、としている。すなわち1)現 代の多 くの標準語は独自の会話体を持っ

ているが、この会話体へは様々なタイプの通用語が合流 している。これが第一のクラスである。

次に2)16,17世 紀のフランスでは 「宮廷のことば」が規範の基礎になった。この標準語は口

頭のコミュニケーションにおいて用いられた。この規範形成からは 「通用語」を使用する社会

層は排除されていた。標準語形成の基盤は、より広い使用者層の言語を包括することが多いこ

と、さらに規範言語は、通例書き言葉において形成される、とい うことを考えると、この時代

におけるフランス語標準語の特徴が分かるだろう。最後に3)中 世のアルメニア語、イタリア

語、 ドイツ語等の標準語は統一的な規範は形成されていなかったが、地域の話 し言葉と強 く結

びついていた。

標準語は言語内の問題に限らず、政治、社会、経済、文化的な面からも考察されるべき多面

的な問題であるので、一般には、現代の一言語にかぎって扱われることが多い。通時的、共時

的にすべての標準語を包括す るような類型論作成の試みはまだ成功 していない。その中で

Guchmannの 試みは標準語 とい うものを、歴史的な背景 と、世界的な地域の広が りの中で考

える上でさまざまな示唆を与えて くれる、といって良いだろう。

次にどのように標準語が形成され、発展するのかを概観する。標準語形成にとって、先の章

の冒頭で述べた、社会全体に妥当する超地域的なコミュニケーション手段の必要性とい う機能

的な要因は決定的なものである。それを実現するためには通例二つの可能性がある。母国語の

基盤にもとつ く場合と、少数例になるが、その国に存在する外国語の標準語を使 う場合である。

外国語使用の典型的な例は、ヨーロッパ中世におけるラテン語である。 しか し当該の言語状況

によって多 くのバ リエーションがある。標準語形成の問題でまず 目につ くのは、ある言語を使

用 している国、あるいは言語共同体の言語的、社会的、歴史的条件の多様性と複雑性である。

例えば西ヨーロッパで古い文化の伝統を持つ国であっても、近代国家が成立する以前の封建社

会のあ り方は決 して一様ではない。領土制、王権のあ り方などそれぞれ異なっている。近代以
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降、現代においては、新 しいポス ト植民地国家形態が生 じた。その発展途上国あるいは民族の

グループの自己主張や抗争など、現代社会の複雑さはそのまま言語問題と連携 して くる。

ここで標準語形成への状況を簡単化 して次の二つに分けて考えることにする。その一つは標

準語をもたないある(言 語)共 同体が全体的に発展 した結果、標準語を必要とする段階に達す

る場合である。このような言語状況の一つのバ リエーションに少数派の社会層が特定のコミュ

ニケーションの目的で外国語を使 う場合がある。この状況のきわめて複雑な様相を東アフリカ

のポス ト植民地国家群において見ることができる。

二つ 目は、すべての面で高度に発達 している古い文化の伝統を持つ共同体(社 会)の 場合で

ある。 日本も含めて多 くの国々がこの範疇に入るだろう。これらの社会ではほとんどの場合、

よく養成された標準語を持っている。 しか しながらその言語は言語共同体の構成員によって様

々な理由から、不十分なもの、適切でないもの、あるいは望ましくないもの、と見なされるに

至る。これに該当するのは、外国語(中 世西ヨーロッパにおけるラテン語や、スラヴ語圏諸国

における教会スラヴ語、ノルウェーにおけるリスクモールなどであ りうる)ば か りでなく、ま

たはその国特有の文章語が問題になることがある。(中 国や 日本、アラビア人の国々の一部が

その例である)7)。これらの過程を引き起 こす要因は、〈きわめて多様であ り、複雑であるばか

りでなく、その発展の過程も決 して簡単ではなく、直線的でもない。転回点があるとは限らず、

それぞれの国と時期でそれ らは様々な独自の特徴を示すのである...〉)とDane§ は述べている。

ここでGuchmannは 日本に言及 しているが、我が国の場合 日本特有の状況がある。19世 紀

末、長い鎖国の眠 りから覚めて、 目を外国へ、特に欧米へと向けたときの、我々祖先の驚愕は

大きかった。このままでは 日本は欧米列強の植民地になって しまう。常に 日本の師であ り、文

化の供給源であった清朝中国の例が眼前にあった。 日本が独立国として発展するためには、ま

ず欧米に追いつかなければならない。そこまでの自覚を当時の全ての日本人が持ちえたとい う

ことはあ りそ うにない。む しろごく少数の人々であったであろう。 しか しイニシャティヴをと

る人々は常に少数派、あるいは個人である。先進欧米諸国に追いつ くには、その文物を学び、

取 り入れなければならない。そのためには 「ことば」が必要である。この 「ことば」の問題は

当時の日本の先駆者たちにとって、絶望的なほど大きな問題だった。新 しい事物や、未知の概

念を、どう表すか、漢文体に基づ く書き言葉をどうするか、漢字を廃 して音韻文字を採用すべ

きなど、当時の知識人にとって、 日本の 「ことば」は早急に解決 しなければならない重要な問

題だった。複雑な言語状況の例として 「日本語」はまさに 日本だけの独自の要素を持っていた

のである。

標準語はほとんどの場合母国語ない しは民族語の変種を基に して作られる。変種は地域的な
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ものと、機能的なものとに大別され うる。前者は方言、方言混合、コイネなどであ り、後者は

文化的コイネ、文学語、宗教語、行政語、官庁語、制限付きの標準語などである。発展の過程

ではこの二種類の変種の間には関連が生 じる。

標準語は初期の段階ではこれらの、またはこれら以外の機能語として使われていたものが多

かった。例えば ドイツ語は官庁語として書き言葉の伝統を築いてきた。標準語は当然のことな

がら多機能性を 目指す。 しか し個別の言語におけるその多機能性は、それぞれの歴史的、社会

的条件によって様々である。西ヨーロッパ諸国の民族語は12,13世 紀に重要な標準語として発

達 した。 しか しそれらは学問と教育、また大部分は宗教のことばではなかった。また機能的な

完全さとい うことも、現段階では言語学的に完全な定義は与えられていない。

標準語が地域的な変種に基づいて形成される場合、超地域的な変種、これはある意味では矛

盾 した概念である、が基盤になることが多い。言い換えるなら、出来るだけ大きな地域をカバー

する方言である。あるいは多 くの方言からの組織的な選択や、この両者の組み合わせの場合も

ある。その際重要な役割を果たすのは機能的な適応である。もしその共同体(社 会)に 文化的、

政治的、経済的、宗教的中心が存在すると、その都市のコイネの基になっている地域の変種が

選ばれる。これに該当するのはフランス語、英語、チ ェコ語などである。現在では都市におけ

る、口頭のコミュニケーションに使われる言語を通用語(Umgangssprache)と 呼ぶのが一般

的である。ここでコイネは都市での通用語がより洗練されたものと位置づけることが出来るが、

決 して絶対的なものではない。コイネとい う用語を使わない研究者も多いからである。その場

合は通用語がコイネの代わ りに使われるが、通用語的コイネなどとい う表現にもであ うことが

ある。通用語/コ イネは方言と標準語の中間に位置づけられる、とい うことを理解 しておけば

よいだろう。

Guchmannは 標準語の形成が、特に都市のコイネと結びついていると述べている。次の問

題は彼女が三つの次元の最後にあげた文体に関 してである。通用語的コイネと標準語の口語的

スタイルの間の構造的、機能的境界は流動的であ り、その相互の関係は社会的な変化と関連 し

て変わる。例えば19世 紀のフランス語と今 日のフランス語である。

21世紀に入った現在、多 くの国でよく整備された国家規模での標準語を持っている。社会言

語学は言語使用の場あるいは状況にも考察の目を向けてきた。我々は意識する、 しないにかか

わらず、場面に応 じた言語使用を している、あるいは使用する言語を変えている。私的な場面

でも標準語が話されていると考えることは現実的ではない。また標準語が必ず標準語的会話体

を持つとは限らないようである。このこともそれぞれの社会ごとに異なっている。また標準語

的話 し言葉がある場合でも、その実際の使用の場では、通用語と並んで使われている。標準語

はこの通用語を基盤として発達 してきた場合が多いのだが、書き言葉として固定され、その規

範的性格を強 く持つ故に、時代の変化に取 り残されやすい。この古びて しまった標準語に口語
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で使われる通用語が影響を与えることがある。すなわち現代化、あるいは民主化の方向への動

機になるのである。〈このことは単に前近代国家の中国と日本で起こったばか りではない。こ

のような過程は現代の諸標準語においてもはっき り認められる。>9)ここで言及されている日

本の言語運動は 「言文一致」のことであろう。話 し言葉(言)に 、書き言葉(文)を 近づける

ことは、当時の日本語の近代化にとって極めて重要なことであ った。 しか し同時に(文)に

(言)を 近づけようとい う運動もあった、とい うことをここで付け加えておきたい。

先に述べたように、標準語は社会的な現象である。政治的、社会的要素が決定的な役割を果

たすことがある。現在では言語計画、言語政策として社会言語学の重要な領域になっている。

ここでは標準語の形成が統合の方向をとるとは限らない、分化を促すこともあるとい うことに

簡単に触れておきたい。方言の存続体の上にい くつかの標準語が形成される場合がある。例え

ばオランダ語は低地 ドイツ方言の一つが、オランダが国家として独立 したのに伴って、オラン

ダの標準語になった。次に英語のようにい くつかの国で標準語として使われている場合には、

それぞれ国家的規模の変異体であ り、複数の標準語化された規範が存在するとい うことになる。

同じような状況はフランス語、 ドイツ語、スペイン語、ポル トガル語等においても考えられる。

このような場合に決定的な役割を果たすのは言語上の識別よりも政治的、社会的要因である。

ベルギーやカナダのように二つの標準語が存在 し、 しかもその言語の発展の中心が国外にある

場合がある。この独自な状況において標準語は統合ではなく、む しろ分離させる力を持ってい

る。そ して潜在的な言語的、文化的、政治的葛藤の源にもなるのである。この事実は、言語が

共同体にとっては単なるコミュニケーションのための道具としての価値ばか りでなく、心情面

やアイディンティティを表すとい う価値を持っている、とい うことを示 している。

2.標 準語を表す名称について

ドイ ツ語で 「標 準語」 を表 す名称 は多数存在 す る10)。前 章 で用 いて きた標準 語は一貫 して

Standardspracheの 訳 語 であるが、 このStandardspracheは ドイ ツ語では最 も新 しい名称で、

1970年 代 か ら使われだ した。最近ではす っか り定着 してい るよ うであ る。 ドイ ツ語で最 も伝統

的 な名称はSchriftspracheで あ る。Hochspracheも よ く使われたが、 もちろん今で も使われて

い るが、何 とい って もhochに 価 値判断が含 まれ るとい うことが敬遠 され る所以であ る。それ

ぞれ の国で標準語を言い表す伝統的 な用語がほぼ決 まってい る。Jedliこka11)は ドイ ツで もっと

も一般的 な用語をえ らび、そ の外国語におけ る対応形をあげてい る。
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Literatursprache

Schriftsprache

Gemeinsprache

Standardsprache

franz.languelitt6raire

russ.literaturnyjjazyk

serbokroat.knji2evnijezik

tschech.spisovn夕jazyk

franz.languecommune

poln.jezyko961ny

engl.standardlanguage

serbokroat.stadardnijezik

(フ ラン ス語)

(ロ シア語)

(セル ボ クロアチ ア語)

(チ ェコ語)

(フ ラン ス語)

(ポ ーラン ド語)

(英語)

(セル ボ クロアチ ア語)

こ の例を見 ると、 どの国で も同 じよ うな用語が使われてい るとは限 らない、 とい うことが分

か る。 ここでは まずLiteraturspracheが あ カミってい るが、それは この論文が東欧圏 の研究者に

よ りDDR時 代 にかかれたか らであ ろ う。 ドイ ツでは この用語は もっぱ らDDRで 使 われた。

それはン 連 の言語学 の影響下にあ ったか らであ る。 ロシアは フラン ス文化 の伝統が強 く、 この

語 もフラン ス語 の用語を取 り入れた ものであ る。 この語が ドイ ツ語 のなかへ標準語 の意味で取

り入れ られた のはM.M.Guchmannの お かげである とい って よいだろ う。Guchmannは 第2

次 世界大戦中 とい う困難 な研究環境 のもとで、 ドイ ツ語史研究上基本的 な文献 となる業績を上

げた。 この研究 の中で、Nationaritatssprache,Nationalsprache,Literaturspracheが 実 証的 な

裏付けを伴 って厳密に定義 された のであ る。

ところでNationalspracheは 独 独現代語辞典 ではStandardspracheと 同義 と説明 され てい る12)。

こ こでは、今 まで この語Standardspracheに 対 して、標準語 とい う訳語を使 って きた。後述す

る 「日本 語 」 の標 準 語 の 問題 で 「国語 」 を対 象 とす る とき、 そ の ドイ ツ語 の対 応 語 は

Nationalspracheと な らざ るを得 ない。 しか しNationalspracheは 決 して 日本語 の 「国語」で

は ない。

用語 の問題を考えて きたが、標準語が言語現象であ るばか りで な く、社会現象であ ること、

政治や社会的要因が決定的 な影響を持つ とい うことが、名称一つ取 り上げて も現れてい ること

が うかがえ ると思 う。 ところで ドイ ツで標準語 を表す最 も伝統的 な名称 はSchriftsprache(文

章 語)で あ る。 この語が示 してい るよ うに、標準語は文字 と本質的に結びついていた。書 き言

葉 の機能について標準語 との関連において述べ ることに したい。

Schriftspracheが 標 準語 を表す とい うことは、書 き言葉 が標 準語の基にな って きた ことを示

してい る。標準語成立 の史的研究 の資料 と して、現代 の録音技術が発 明され る前 までは文書 し

かあ り得 なか ったわけであ るか ら、書 き言葉が研究 の対象に なって きた のは当然であ るが、決

してそればか りでは ない。社会におけ る言語使用 の観点か らは、標準語形成に至 る言語変化に

影響を持 って きた のは書 き言葉であ って、 口語、地域的 な変種、方言は規範的 な言語形式 の形
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成には関わらなかった、とい うことが定説になっている。

書き言葉を独占してきたのは社会上層である。標準語形成は歴史的に見れば支配者側からの

イニシャティヴで行われてきたのである。ここでは言語と社会層の問題ではなく、文字/書 き

言葉についての理論的な議論をDane§ によって紹介したい。

・文字/印 刷は標準語の形成と発展にとって最も重要な発明であ り、制度であった。

・書かれたことば、ない しは規範は、文字によって実現化され うる言語要素であ り、その機能

は与えられた刺激に対 して、保存できる、容易に見通 しのきく方法で対応することである。

(Vachek)

・すべての標準語は書き言葉である。書 くとい うことは、単にことばを表す手段であるばか り

でなく、それはまた社会的な文化的な制度を表 している。(Gallardo)13)

書 くことは標準語の構造的な特性に影響を与え、かつ標準語化、すなわち安定性、統一化、

保存性、知性化を促進する。書 くことは標準語が社会的に普及することに貢献 し、情報を保存

し、言語を言語学的に扱 うことを可能にする。特に現代の言語生活において、文字と(紙)は

圧倒的な意味を獲得 した。現在ではこれに電子メディアとい う媒体を加えなければならないだ

ろう。

文字は言語共同体から深 く国民に根付いた文化財と見なされる。そのことから文字や正書法

の改革に対する一般的な反感がある程度説明される。

標準語と書き言葉の関係をごく簡単に考察 した。書 くとい うことの重要な機能の一つに安定

性があった。標準語の本質についての一般的な説明の最後に、形成と発展の過程で標準語が内

包する様々な二律背反について述べたHavranek14)を 検討 したい。

Havranekは 本来の言語的発展の中には、いくつかの二律背反的傾向が支配 している、こと

を指摘 している。まず第一に固定/安 定一変化とい う二律背反が問題になる。それは抵抗と受

容とい う心理的ファクターによって結合させられる。すべての言語は自然な状態におかれると

常に変化する。すなわち 「変化」が言語のあ りのままの状態である。標準語はそれが社会的機

能において十全な効果を上げ うるためには十分に安定 していなければならない。他方では しか

しながら外的なおよび内的な刺激に対 して、反応 し、適応 し、変化 し、自己改革 しなければな

らない。相対立するこれらのファクターの相互調整 こそMathesiusが 簡明的確に特徴づけた

柔軟な安定性なのである。絶対的な安定性は言語にとっては全 く考えられない。

標準語の形成と発展はその機能と位置付けによって条件付けられる特別な法則性に左右され

る。発展の過程で標準語が使用される領域や、機能上の負担の規模、内容的な構造等が変化す

る。さらには標準語の担い手の社会層や、標準語の社会での有効性や妥当範囲が変化する。最
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終的にはその地域的な広が りや、拡大の範囲が変化する。その際に発展は比較的均等な上昇を

示すか、不安定な経過をとるか、あるいは中断 した りするのである。

3.国 語 と 日本語につ いて

国語と日本語について柴田武15)の記述に基づいて考察する。

まず柴田は国語と日本語は指 し示す ものは同じであってもことばの意味は同 じではない。「中

心的意味」は共通であるが、「周辺的意味」が異なると述べ、それを具体的に説明してい く。

〈「国語」は国家語である。すなわち国家を象徴する言語であって、国家に一つ しかないこと

が期待され る、国家固有の言語である。>16)ある民族固有の言語であっても、その民族が国家

を形成 していなければ、その民族語を 「国語」とは呼べないことになる。アイヌ語やバスク語

がその例である。また国家の公用語は国語である。「国語」は国家固有の言語であるから、漢

語や外来語に対する 「和語」の意味でも使われる。また国家に一つの固有の言語とい うことか

ら標準的ない しは規範的な言語とい うことになる。すなわち 「標準語」または 「全国共通語」

の意味で用いられる。

ここで柴田は興味深い指摘を している。それは 「国語」はその言語を使用する者どうしの間

で好んで用いられる名称だとい うのである。英訳すれば`ourtongue'な い しは若干一般化 して

`one'sownlanguage'が 該当するとし
、`nationallanguage'は む しろ言語政策の対象となる場合

の名称だとい う。 ドイツ語では 「標準語」を表す名称の中に"Nationalsprache"が ある。この

概念については後にふれる。

次に 「日本語」は 日本とい う地域で行われている、あるいは 日本人が用いる言語とい うだけ

の、客観的、記述的な名称である。すなわち国家とか固有言語とか標準語的言語等とい うこと

とは無関係なのである。

最後に柴田は 「国語」と 「日本語」のどちらを使 うかで 日本語とい う言語に対する態度が異

なって来るとして上田万年の有名な句をあげている。〈上田がr国 語のため』(1895)の 冒頭で

述べている 「国語は帝室の藩屏な り」は、「国語は皇室の守 りである」とい う意味であるが、

こうした強い国家主義的発言は、やは り 「国語」 とい うことばにふさわ しいものである。>17)

としている。さらにはどちらの名称を使 うかで同じ言語に対する研究態度ない しは方法が違っ

て くるとして、大略以下のように述べている。すなわち 「国語学」はこの言語の独自性を強調

する方向に傾 き、他の言語 との比較はあまり考えないだろ うし、「日本語学」は言語学の 日本

語を対象とする部門と考えられ、世界の諸言語との比較、対照において 日本語の普遍性が強調

される方向の研究が行われるであろう、とい うのである。

柴田のこの発言は1970年 代初頭のものである。 日本語の領域での社会言語学的考察は 「言語
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生活」とい う名称のもとに、む しろ欧米よりはや く始まったとされているが、その創設期から

「言語生活」研究に関わった 日本語学者として、この記述はこの時点において社会言語学的に

きわめて進歩的であるといえよう。現在の国語辞典の 「国語」とい う項 目の解説の一つに 「日

本語の別称」とあることからもわかるように、現在でも国語=日 本語とい う捉え方はごく一般

的で、専門的な書物18)においても見かけられるのである。

それから30年後の2003年 「国語学会」が会員の投票により 「日本語学会」と改称することが決

定 したとい うことが、新聞などで大きく報道された19)。

このことは 「近代 日本語」はほぼ一世紀前 「国語」として出発 し、 日本国家の激動の歴史を

共に歩み、第二次世界戦争の敗戦を迎える。この政治的、経済的、文化的に根本的な変革を経

験 した日本社会において次第に 「国語」→ 「日本語」への傾斜を深めていき、国語教育100年20)

の2003年 「日本語」に到達 した、とい うことを象徴する出来事に思えてならない。 しか し上記

の柴田の記述に見られる、「国語」 と 「日本語」のどちらを使 うかで、同 じ言語に対す る態度

や研究方法が異なる、とい うことを肯定するなら、国語学会が 日本語学会に改称 しただけでは

解決できない問題があるといえよう。「国語」は我が国の言語の本質的な部分を示す名称とし

て、生き続けるだろ うし、「国語」の研究の意義が失われることはない、 と考えられ るからで

ある。

ではこの国語はどのように成立 したのかを次に考えたい。

先に述べたように 「国語」も 「日本語」も、我が国の歴史の上で、近代に入ってから初めて出

現 した語であるといってよいだろう。イ ・ヨンスクは 「国語」とい う単語そのものは、明治に

なって初めて作られたわけではないが、〈近代的意味が付与 された漢語がそ うであるように、

「国語」は明治 日本がその意志を凝縮 して誕生させた近代の申し子である>21)と してその受胎

と誕生の出生歴を、19世 紀に我が国で刊行された欧和辞書や文典において、詳 しく調べている。

まず1842年 に翻刻されたオランダ語のr和 蘭文典前編』の安政年間に刊行された、い くつかの

訳本における`tale'の 日本語訳が検討されている。ここではイによって取 り上げられたその他

の辞書、文典を表に して示 したい。

22)

年号 書 名 原 語 訳 語 補 注

1855 和蘭文典前編訳語笙 tale 国語

1856 和蘭文典読法
ク ニ コ トバ

国語 意味:不 特定の

個別言語の全体

をさす普通名詞
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1857 訓点和文典 tale 国詞 読み方は

「くにことば」

1867 挿訳英吉利文典 language 国言葉、国詞 読み方は

「くにことば」

1873 府音挿図英和字彙 language 語、言藁、嵜 、
コ ク ゴ カ タ タ ミ

国語、話法、民

コクゴは言語の

全体

同上 speech
セツワ ゲンゴ

説話、言語、
ク ニ コ トバ コ ト ノ ハ

国語 、言葉 、
コウ ノベタテ コウジヤウ

公言、演術、 口演

クニコ トバは

言葉遣いや発話

1882 増補改訂英和字彙第二版 language 語 、言 、話 、言語、

詞、談、国語、

話法、民

振 り仮名な し

1867 ヘボン:和 英語林集成 初版 国語な し

1872 ヘボン:和 英語林集成 第二版 国語な し

1886 ヘボン:和 英語林集成 第三版 国語 採録 される

上記の表について若干付け加えると、最後の3行 は和英辞書であって、 日本語の訳語が問題

になっているのではない。この辞書の著者ヘボンが明治の最初期刊行の初版と第2版 に 「国語」

を採録 していないことを示 している。このことは 「国語」が我が国において明治の初期には、

まだ市民権を得ていなかったことの証左であるとしてイがあげているものである。

この簡単な表からでも19世紀の我々の先祖が外国語に対応する日本語の表現に苦心 している

様子が うかがえるとともに、現在ではごくあ りふれた語彙も、当時は決 して一般的ではなかっ

たことが分かる。

これらの訳語は、また 日本は国家と民族とその言語がほぼ完全に一致 している、世界でも数

少ない国の一つであるので、日本人はどうしても言語を国家を単位に して考えがちである、

「外国語」、「母国語」、「ニカ国語」等の言い方にそれが現れている、とい う柴田の指摘を思い

起こさせる23)。確かに日本人にとって 「ことば」には 「国」がついていたのである。Language

の訳語の国語は様々な言語を表す普通名詞であるとイは注釈を附けている24)。

日本はその地理的環境から国とことばが完全に一致 していたので、その言語使用者が、自分た

ちのことば、とい う言い方をするのは、ごく当然のことであった、といえよう。単語 「国語」

の出生歴を見るときそのことが納得させられる。ところで 「おらがことば」は国語であって 日

本語ではない。ではこの日本語はいつ頃か ら使われ出したのか とい うことを次に考えたい。

一68一



標準語の諸問題

「日本語」とい う呼称の初出については辞書の記述に したが うよりほかはなかったが、多 くの

辞書では 「日本語」とい う言語の類型論上の記述に終始 し、名称としての初出にはふれられて

いない。唯一 『日本国語大辞典』で 「日本語」の項 目ではな く、「ニッポン」関連の項 目で

「日本語で言 ってお くんなせへ」(西 洋道中膝栗毛)25)の例が挙がっていた。仮名垣魯文

(1829-1894)の この作品は(1870-76)に 成立 しているので、「日本語」の初出を19世 紀、明

治期とすることは許されるのではないだろうか。

我々が我々の言語を 日本語と呼んだのはつねに我々以外の 「外国」との対比においてであっ

た。 日本人にとって上で述べたように、国語とい う言い方は、ごく自然なものであったが、ひ

とたび他者の存在と向き合ったとき、我々の言語の客観的な呼称が必要になったのである。 し

たがって第二次世界戦争中 日本の統治下におかれた外地において言語教育が必要になったとき、

日本語教育がクローズアップされたのであった。またくいまだかつてない、「国語」 としての

「日本語」が最も必要とされたのは、植民地支配の前線においてだったのである。〉と小森は

述べている26)。「国語」は日本国内では方言撲滅運動 の手段 として、特に沖縄で言語抑圧的に

作用 した27)。方言撲滅運動の手段になったとい う過去が、現在の我々が 「国語」に対 して神経

質にならざるをえない状況をつ り出していると思われる。しか し前に述べたように、「国語」

とい う単語の発生は、我が国の場合ごく自然であったことも事実である。

現在のグローバル化がますます進行する世界のなかで 日本もまさにその渦中にある。我々は

「おらがことば」を使っていればよかった時代からは、遠 く離れている。「国語」→ 「日本語」

は時代の趨勢でもある。

次に ドイツ語の"Nationalsprache"に 視線を向けたい。

4.Nationalsprache

NationalspracheはGuchmannが 初 めて用いた名称では ないが、 ドイ ツ語史研究上におけ る、

この用語 の重要 な概 念は彼女に よって与え られた。NationalspracheをGuchmannは 〈言語 の

歴史的発 展の特定 の段階 と結 びつけ られ る概 念であ る...>28)と したが、言語 の発展 はその言

語共 同体 の社会 の発 展に伴 うものであ る。従 ってGuchmannは ドイ ツ民族/国 が成 立す る前

段階 の言語/ド イ ツ語を"Nationaritatssprache"と 名 付けた。〈...社 会 の歴史的発展において、

三つ の基本的 な人種 的な単位 が形 成 され た、種 族(Stamm)、 準 民族(Nationaritat)、 民 族

(Nation)で あ る。種族は原始社会 の人種的 な単位であ る。階級社会 と国家 の発生に伴 って、

種族合 同の統 合や、統一 の上 に準 民族 が成立す る。(大 部分 は征服 の結果 と して)。...こ の準

民族は ヨー ロッパ諸国においては初期封建時代に形成 された。 ドイ ツ史上、 ガ ロリン ガー朝 と

オ ッ トー帝 の王国 の時代におけ る ドイ ツ準民族 の形成には、中心的 な役割を果た した フラン ク
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族 と並 ん でバ イ エ ルン 族 、 ア レマン 族 、 チ ュー リン ゲン 族 、 ザ クセン 族 が関 与 した。>29)

Guchmannは16世 紀 に至 る まで これ らの諸部 族は まだ単一 の ドイツ民族 を形成 していない と、

見な したのである。言語 の上か らは、12世紀 の ドイ ツ語、す なわち"deutscheNationaritatssprache"

の機 能は、 まだ きわめて限定 された ものであ った と して 〈人間 の伝達行動 の多 くの領域では ラ

テン 語が支配的であ った。 きわめてゆ っ くりと、 きわめて徐 々に ドイ ツ語は商業や行政 の場 の

伝達 、 法律 、 教会 、 学 校、 学 問 の領域 を獲得 してい った 。>30)と 述 べ てい る"Nationと

Nationalsprache"は 資 本主義 の上昇期 の時代 に成立す る。〈諸民族 は社会 的発展 の市民 の時代

の必然的 な産物であ る。>31)とGuchmannは 規 定 し、 ドイ ツ民族語(deutscheNationalsprache)

が 成 立 した とき、 ドイ ツ語は コ ミュニケーシ ョン のほ とん どすべて の領域を制 していた、 とす

る。 またGuchmannは 〈言語史に とってNationalspracheやNationalitatsspracheの よ うな概

念を使 うことは、 と りわけ人間 の言語活動におけ る社会的 なアスペ ク トを重要視す ることであ

り、様 々な社 会的 な条件 の下 にあ る言語関係 を追 求す るこ とである。>32)従 っ て、言語 変化、

言語構造等 の変化は言語 内在的 な要因 のみで な く、1)当 該 の言語 の妥当範囲 の拡大 と、そ の

機能性 の拡大、コ ミュニケーシ ョン形 式の ます ます増 大す る複雑 さに伴 う変化において、と2)

言 語 の存在形式 のシステム(文 学語、方言、通用語、都市方言)と それ らの間 の関係に関す る

変化において、考察 され なければ ならない とす る。 これ らの諸変化が初めて言語 の構造上 の革

新を条件付け るか らであ る33)。

"Nationalsprache"に つ いて もっとも重要な概 念規定 と見な され るGuchmannを 検 討 した
。

Guc㎞amは ドイ ツにおける"Nationalsprache"成 立 の前段階の言語状況を"Nationaritatssprache"

と しなければ ならなか った。す なわ ち ドイ ツにおいては、 また ヨー ロッパ の他 の諸国において

も同様だ が、"Nation"は 決 して 自然発生的 な、は じめか ら存在す る 自明な ものではな く、当

該 のNation構 成 員に よって、様 々な抗争を経 て、 自覚 的に形成 され た ものであ った。 ここに

日本におけ る、 ない しは 日本人 の持つ、 きわめて 自然発生的 な 「国」意識 との本質的 な相違が

あ ると考え られ る。

は じめに述べた よ うに本論は 日本 と ドイ ツにおけ る標準語 の成立を比較す ることを 目的 と し

てい ない。 きっかけはむ しろ国語 と 日本語 の関係であ った。近代 日本におけ る標準語 の成立を

考え るとき、 まず 出会 う問題であ る。 また標準語 の成立には、言語外在的 な要因が重要 な役割

を演 じる。異 なる社会背景を持つ ドイ ツ語 の場合を考察す ることは、近代初期 の我が国におけ

る言語問題 の性格 の理解に役立つ と考えた。 ドイ ツ標準語成立 の歴史 の上で重要 な概 念であ る

"Nationalsprache"を 検 討 した こ とに よ り
、我が 国の 「国語」 の意義 が一層 明 らかに なった と

考え られ る。
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